
2006/10/31
人権施策推進課

課室名 人員 市町村合併後 名称 体制・人員等 主な所掌 市町村合併後 名称 構成員等 主な所掌 市町村合併後

和 歌 山 市
人権施策推
進課

７名 －
和歌山市人
権・同和対
策協議会

委員：三役、全部局長
　　　（２６名）
幹事：全主管課長及び
　　　関係課長（３７名）

人権施策の調査研究、計
画・実施、総合調整等に
関すること。

－

和歌山市部
落差別をは
じめあらゆ
る差別をな
くする審議
会

各種団体代表、助役、教育
長等（１５名）

部落差別をはじめあらゆ
る差別をなくするために
必要な施策の策定及び推
進に関する重要事項を調
査、審議する。

－

海 南 市 人権推進課 ４名 体制変更なし

海南市人権
教育・人権
啓発推進本
部

本部長：市長
副本部長：助役、収入役、
　　　　　教育長、病院
　　　　　管理者
委員：部課長級
（計約80名）
※常任委員会、人権行政推
　進委員会を本部内に設置

・人権施策推進計画の
　策定及び実施
・推進計画の実施にお
　ける関係部局の
　調整

合併後、組織
の見直しを
行った。

海南市人権
推進懇話会

人権に関し識見を有する者
のうちから、市長が委嘱。
（２０名）

次に関する提言
・人権施策の推進に関
　する基本的
　な施策のあり方に関
　する必要な事項
・人権事象が生じた場
　合の問題の解決方策
　に関する提言

合併後、組織
の見直しを
行った。

紀 美 野 町 生涯学習課 ３名

子どもから高
齢者まで訪れ
る社会教育施
設での啓発が
効果的であ
り、生涯学習
課で所管。

（名称なし）
総務課・保健福祉課・住民
課・教育委員会（６名）

・差別事件（問題）の
　解決に関すること
・各課担当の人権に関
　する課題の共有、協
　力、連携

紀 の 川 市 人権啓発課 ６名

旧町では、住
民課あるいは
福祉課で所
管。合併後、
人権啓発課を
創設。

紀の川市庁
内人権推進
検討委員会

会長：副市長
副会長：教育長
委員：部長職にある者

・調査、研究及び資料
　の収集
・それぞれの関係課の
　各種団体等への人権
　の推進、啓発及び指
　導

岩 出 市 福祉課 １名 －
岩出市同和
対策検討委
員会

委員会６名
幹事会１９名　計２５名

・地方単独事業の見直
　しに関すること。
・同和問題の解決と人
　権の尊重に向けた今
　後の取組に関するこ
　と。
・関係部課等の連絡調
　整に関すること。
・関係機関、団体等の
　連絡調整に関するこ
　と。

－

市町村人権行政体制等一覧表〈総合窓口・庁内組織・諮問機関〉
総合窓口課室 人権行政庁内組織 諮問機関

市町村名
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市町村名

橋 本 市 人権推進室 ５名
旧橋本市の事
務分掌の例に
よる

橋本市人権
行政推進本
部

本部長：市長
副本部長：助役、収入役、
　　　　　教育長
本部員：理事、各部長、
　　　　参事（人権推進
　　　　担当）、市民病
　　　　院事務局長、消
　　　　防長、教育次長
　　　　議会事務局長、
　　　　広域ごみ対策室
　　　　長及び高野口出
　　　　張所
計１９名

・人権施策の総合調整
　に関すること。
・人権施策の基本方針
　の策定及び実施に関
　すること。
・人権施策の調査研究
　に関すること。
・人権施策の諸機関と
　の連携に関すること
・前各号に掲げるもの
　のほか、人権施策推
　進に必要な事項に関
　すること。

旧橋本市の例
により、新た
に設置した。
（旧高野口町
は未設置）

橋本市人権
尊重の社会
づくり審議
会

人権に関し識見を有する者
のうちから、市長が委嘱す
る委員。
計２０名以内

・人権施策基本方針に
　関する事項を審議す
　るほか、市長の諮問
　に応じ、人権尊重の
　社会づくりに関する
　基本的事項を審議す
　る。
・人権尊重の社会づく
　りに関する基本的事
　項に関し、市長に意
　見を述べることがで
　きる。

旧橋本市の例
により、新た
に設置する。
（旧高野口町
未設置）

かつらぎ町 人権推進室 ５名
旧かつらぎ町
の体制を引継

庁内組織は結成されていな
いが、教育総務課・生涯学
習課・住民福祉課・やすら
ぎ対策課・社会福祉協議会
と連携を図っている。

かつらぎ町
人権委員会

・町会議員
・各種団体の長
・人権擁護委員
・識見を有する者
計１５名

・人権施設に関する事項
　を調査建議し、これに
　関し、必要と認める事
　項を建議

合併を機会に
委員を２名増
員し、旧花園
村地域から委
嘱。

九 度 山 町 教育委員会 ２名 －

高 野 町
総務課人権
推進室

１名 －
教育委員会、総務課、健康
推進課と連携

高野町人権
推進委員会

人権擁護委員３名、女性会
議３名、町議会、金剛峰
寺、商工会、老人クラブ、
教育委員、社会教育委員
会、民生児童委員会、小中
学校長会、青少年団体連絡
協議会、行政各１名
計１６名

・人権問題の調査研究
・行政への協力、意見
　具申
・啓発活動
・差別事件等の対応
・関係機関等との連携

－

有 田 市 人権室 ３名 －
有田市男女
平等施策推
進本部

各所属長等３６名
男女平等施策推進に伴う
計画の策定及び実施

有田市人権
尊重委員会

関係団体の役職員
学識経験を有する者
関係行政機関の役職員
計２５名

・人権問題の調査、研
　究に関すること。
・人権推進行政の意見
　具申に関すること。
・差別事件の処理指導
　に関すること。
・関係諸団体との連携
　協調に関すること。
・その他必要なこと。

－

湯 浅 町 人権推進室 ３名 －
湯浅町人権
施策推進委
員会

助役、教育長、教育次長、
関係各課室長　計９名

人権問題の調査、相談、
人権侵害の処理に関する
こと。

－
湯浅等人権
尊重委員会

町長が委嘱する団体の代表
者、有識者、人権擁護委員
２８名

人権問題の調査、啓発、
相談、人権侵害の処理に
関すること。

－

広 川 町 総務政策課 ２名 －
総務政策課
（人権推進
班）

H14.4.1
　同和対策課から人権推
　進室へ課名変更。
H16.1.1
　人権推進室から総務課
　人権推進室へ配置換え。
H18.4.1
　総務政策課の人権推進
　班となる。

・人権問題相談、啓発
・人権擁護委員関係
・人権啓発推進委員会
　関係
・女性の人権関係、他

－
広川町人権
啓発推進委
員会

各種団体等が推薦する者、
学識経験者及びその他適当
と認める者、３０名以内
（町長の委嘱）

２７名

・人権啓発活動
・人権施策の提言
・個別啓発
・人権相談
・人権情報の収集、
　発信
・調査研究活動　他

－

有 田 川 町 住民課 ５名
吉備庁舎３名
金屋庁舎１名
清水行政局１名
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市町村名

御 坊 市 市民課 ２名 －
人権啓発推
進協議会

１７３名 －

御坊市人権
尊重のまち
づくり審議
会

１０名 －

美 浜 町 住民課 １名 －
住民課１名
教育課１名

教育関係については、教
育課、その他については
すべて住民課

－

日 高 町 住民福祉課 １名 －

由 良 町 企画課 ２名 －
企画課２名
教育委員会１名
住民福祉課１名　　計４名

人権問題総合 －

み な べ 町
総務課人権
推進室

２名
H16.10.1合
併後、総務課
で所掌

みなべ町人
権対策

総合窓口：総務課２名
人権啓発、推進委員会：
　生涯学習課２名
制度融資：商工水産課１名
差別事件処理：
　生涯学習課２名
男女共同参画推進：
　総務課１名、
　生涯学習課１名

印 南 町 住民課 １名 －
住民課１名
教育課２名　　計３名

住民課：総合窓口
教育課：人権教育
　　　　啓発活動

日 高 川 町 住民課 １名

田 辺 市
人権推進課
男女共同参
画推進室

１６名
旧田辺市の体
制を継承

田辺市人権
教育啓発推
進本部（予
定）

本部長：市長
副本部長：助役、収入
　　　　　役、教育長、
　　　　　水道事業管
　　　　　理者
委員：部長等

・人権教育啓発に係る
　施策を推進するため
　の策定及び実施
・推進計画の策定及び
　実施における関係部
　課等の調整
・その他必要な事項

旧田辺市の体
制を継承

田辺市人権
教育啓発推
進懇話会

人権教育及び人権啓発の
推進に関する基本的な方
向や施策のあり方に関し
必要な事項を審議し、そ
の結果を市長に報告す
る。

旧田辺市の体
制を継承

白 浜 町 総務課 １名

合併時には空
白期間ができ
るが検討委員
会を設置し、
協議してい
く。

上 富 田 町 総務政策課 １名 －

す さ み 町 総務課 ２名 －
すさみ町人
材育成庁内
委員会

人材育成庁内委員会の中
で、人権行政関係も網羅す
る。　１３名

職員の人権研修等の計画 －
すさみ町人
権教育専門
審議会

学校、運動団体、行政、福
祉、人権擁護、学識経験者
で構成。　２０名

人権教育の具体的施策に
ついて調査、研究、審議
を行い、教育委員会に意
見具申し、その推進を図
る。

－
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市町村名

新 宮 市 人権啓発課 ３名
旧新宮市の人
権啓発課が合
併後も存続

新宮市人権
行政推進委
員会

推進委員３０名
推進員２８名　　計５８名

職場内での人権啓発活動
の推進と職員の意識高揚
を図る。

H18年度に見
直し予定

那智勝浦町 福祉課 ２名 －

・人権尊重推進委員会事
　務局２名
・生涯学習課
　人権教育啓発指導員２名
　社会教育指導員１名
計５名

人権、同和問題の教育啓
発

－
那智勝浦町
人権尊重推
進委員会

委員１０名
講師３名（委員との重複は
８名）
計１３名

・人権問題に関する行
　政への協力及び意見
　具申
・人権問題に関する教
　育啓発の推進
・人権問題に関する調
　査、研究
・地域、職域等におけ
　る指導者の育成
・人権問題に関する相
　談、指導、助言
・その他

－

太 地 町 住民福祉課 １名 －

住民福祉課
　人権尊重委員会事務局
　２名
教育委員会
　社会教育指導員２名
計４名

・同和問題に関するこ
　と
・人権教育及び人権啓
　発に関すること

－
太地町人権
尊重推進委
員会

委員１４名
委員は各団体及び有識者か
ら

同和問題をはじめ、人権
問題に関する基本的な方
向や施策のあり方につい
て調査を行い、人権教育
及び人権啓発を推進。

－

古 座 川 町 住民福祉課 ２名 －
古座川町人
権尊重推進
委員会

・町議会議員、各種団体
　の代表者
・教育委員会委員及び公
　民館長
・小中学校長等　１９名

人権に関すること －

北 山 村 総合政策課 １名 －

串 本 町 住民課 １名


